
過労死等防止対策推進法関係政令の概要 

１．過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令 

 過労死等防止対策推進法の施行期日を平成26年11月1日とする。 

２．過労死等防止対策推進協議会令 

 過労死等防止対策推進協議会の組織及び運営に関し、既に法律で規定されている事項のほ
かに必要な事項を定める。 

＜既に法律で規定されている事項＞ 

 委員の構成は、①過労死等の当事者、②労働者代表者、③使用者代表者、④過労死等に関する専
門的知識を有する者の四者とし、合計20人以内の非常勤の委員により組織すること。 

 

＜本政令で定める事項（主なもの）＞ 

 委員の任期は、2年とすること。 

 委員のうち、労使の代表者は、それぞれ同数とすること。 

 協議会の会長は、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから選挙すること。 

 必要に応じて、専門委員を置くことができること。 

 協議会を開催して議決するためには、委員の2/3以上又は委員を構成する四者の各1/3以上の出席
を必要とすること。 

 その他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めること。 

※施行期日は、同法上、同法の公布の日（平成26年6月27日）から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。 

※本政令の施行期日についても、法律と同様に平成26年11月1日とする。 


